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特記仕様書 ［ 共通編］   
 
１  本業務は、特記仕様書及び広島市の調査・ 設計・ 測量業務等共通仕様書によ り 施行する こ と 。  

 
２  業務の概要について 

  本業務は、 観音地区下水道実施設計業務７ －３ を行う も のである 。  

  詳細については、 各業務編に明示する 。  

 
３  管理技術者、 照査技術者及び技術者の配置について 

⑴ 受注者は、 管理技術者、 照査技術者及び技術者をも って、 秩序正し い業務を行わせる と と  

も に、 高度な技術を要する 部門については、 相当の経験を有する 技術者を配置し なければな 

ら ない。  

 ま た、 受注者は遺漏なき 照査を実施する ため、 相当な技術経験を有する 照査技術者を配置

し なければなら ない。  

⑵ 管理技術者及び照査技術者は、 入札公告に掲げる 者を配置し 、 業務の全般にわたり 技術的

監理を行わなければなら ない。  

 ⑶ 受注者は、 業務の進捗を図る ため、 十分な数の技術者を配置し なければなら ない。  

  
４  再委託等について 

 本業務における 総合的企画、 総合的業務遂行管理を第三者に委任し 、 又は請け負わせてはな 

ら ない。  

 
５  地元協議等の立会について 

  本業務において、 受注者は本市調査職員から 地元協議等の立会の指示があった場合は、 立会

する と と も に説明資料及び記録の作成を行う も のと する 。  

 
６  マンホール蓋の開閉について 

  現地作業でマンホール蓋を開閉する 場合は、 車両、 歩行者などの第三者への十分な安全管理

を行い、 作業後はマンホール蓋のがたつき が無いこ と を確認する こ と 。  

 
７  情報共有シス テムの試行について 

 ⑴ 受注者が希望する 場合に、 情報共有シス テムを利用する こ と 。  

 ⑵ 受発注者間の情報を電子的に交換・ 共有する こ と によ り 、 業務の効率化を図る こ と 。  

 ⑶ 広島県工事中情報共有シス テムを使用する こ と 。  

 ⑷ 実施に当たっては、 別に定める 「 広島市発注土木工事及び建設コ ンサルタ ント 業務等にお

ける 広島県工事中情報共有システムの利用手引（ 試行用）」 に基づき 実施する こ と 。  

 
８  電子納品について 

 ⑴ 本業務は、 電子納品対象業務と する 。  

 ⑵ 電子納品と は、 公共事業における 調査、 設計、 工事など各業務段階の成果物を電子データ

で納品する こ と をいう 。 こ こ でいう 電子データ と は、「 広島市電子納品の手引」（ 以下「 手引」

と いう 。） に基づいて作成し たも のを指す。  

 ⑶ 成果物は、「 手引」 に基づいて作成し た電子データ を電子媒体（ Ｃ Ｄ －Ｒ を原則と する ） で

２ 部、 電子データ の印刷物（ 簡易製本） １ 部、 原図（ 成果物と し て指定のある 場合） 一式を

提出する こ と 。  

 ⑷ 電子納品にあたっては、 電子納品チェ ッ ク シス テムによ る チェ ッ ク を行い、 エラ ーがない

こ と を確認し た後、 ウ ィ ルス 対策を実施し たう えで提出する こ と 。  
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９  打合せ協議について 

 本業務における 打合せ回数は、 下記のと おり と し ている 。  

【 基本設計業務】 着手時、 中間時（ ３ 回）、 成果品提出時の計５ 回を予定し ている 。  

【 詳細設計業務】 着手時、 中間時（ １ 回）、 成果物提出時の計３ 回を予定し ている 。  

【 測量業務】 中間時（ １ 回）  

なお、 業務着手時及び成果物提出時には、 管理技術者が立会う こ と 。  

 
１ ０  ウ ィ ーク リ ース タ ンス 実施要領の適用について 

   本業務は「 ウ ィ ーク リ ース タ ンス 実施要領」 の対象業務である 。 実施要領に基づき 、 以下

のと おり 取組むこ と 。  

⑴ 着手時の協議において、 取組目標を確認し 打合せ記録簿で提出する こ と 。  

⑵ 中間打合せ等を利用し 、 受発注者間で取組状況の確認及びフ ォ ロ ーアッ プを行い、 打 

合せ記録簿で提出する こ と 。  

⑶ 業務完了時に、 実施結果を受発注者双方で確認し 、 実施結果報告書に記入、 打合せ記 

録簿で提出する こ と 。  
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特記仕様書 ［ 基本設計業務編］   
 
１  本特記仕様書は、 観音地区下水道実施設計業務７ －３ のう ち基本設計業務に適用する 。  

 
２  業務内容について 

  当該実施設計業務は、 観音地区の浸水対策基本設計を行う も のである 。  

   
３  構造形式について 

 広島市の「 土木工事設計標準図」 を基本と し 、 こ れによ り 難い場合及びこ れに記載の無い

も のについては、 本市調査職員と 協議のう え決定する こ と 。  

 
４  数量の算出について 

  ( 1)  設計における 各種数量の計算等にあたっては、「 土木工事数量算出要領（ 国土交通

省）」 を適用し 、 本市調査職員と 協議のう え決定する こ と 。  

  ( 2)  工事数量の集計については、 新土木工事積算大系の工事工種体系に沿った様式と し 、

「 土木工事数量集計表様式（ 案）（ 国土交通省）」 によ り 作成する こ と 。  

    数量集計表は、 本市調査職員の指示する ファ イ ル形式で作成し 、 電子データ を指示さ

れた電子媒体で提出する も のと する 。  

なお、 本市調査職員の指示する 図面については、 Ｃ Ａ Ｄ データ での提出を求める 。  

 

５  設計条件について 

  設計条件項目表のと おり 。  

   

６  新技術・ 新工法の活用について 

 新技術・ 新工法の検討の有無については、 本市調査職員の指示に従う こ と 。 本市調査職員

の指示によ り 新技術・ 新工法の検討を行わない場合は、 広島市の設計業務共通仕様書第１ ２

０ ９ 条第１ ２ 項に基づく 作業は必要ないも のと する 。  

 

７  作業事項について 

( 1)  基礎調査 

     ( ｱ)  現地踏査 

     ( ｲ)   資料収集整理 

( 2)  雨水対策検討 

( ｱ)   計画諸元の整理 

( ｲ)   現況施設の能力評価等 

( ｳ)   雨水対策案の作成 

( ｴ)   対策案の能力評価等 

( ｵ)   報告書・ 提出図書の作成 

( ｶ)   ま と めと 審査 

( ｷ)   設計協議  

 

８  成果物について 

  提出する 成果物は、 次のと おり と する 。  

  なお、 成果物の作成にあたっては、 その編集方法についてあら かじ め本市調査職員と 協議

を行い、 以下を収納並びに保存可能な箱に入れて提出する こ と 。  

⑴ 報告書（ 概要書・ 図面含む） Ａ ４ 版 原稿・ 原図一式 

  本業務で使用し た各種データ （ 水理計算データ 、 入力データ 等） は、 その形式につい

て本市調査職員と 協議の上、 電子記憶媒体によ り 提出する こ と 。  

⑵ その他 

 打合せ、 申請等に関する 本市調査職員の指示し た図書 
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９  準拠すべき 技術基準及び図書 

  受注者は、 業務の実施にあたって、 広島市の調査・ 設計・ 測量業務共通仕様書の１ －１ 設

計業務共通仕様書に掲げている 技術基準及び参考図書のほか、 下記に掲げる 図書の最新版

に準拠する も のと する 。 なお、 こ れら 以外の図書に準拠する 場合は、 あら かじ め本市調査

職員の承諾を受けなければなら ない。  

 

   ( 1)  下水道施設計画・ 設計指針と 解説（ 日本下水道協会）  

   ( 2)  下水道維持管理指針（ 日本下水道協会）  

   ( 3)  下水道施設の耐震対策指針と 解説（ 日本下水道協会）  

   ( 4)   土木工学ハンド ブッ ク （ 土木学会）  

   ( 5)  土質工学ハンド ブッ ク （ 土質工学会）  

   ( 6)  港湾構造物設計基準（ 日本港湾協会）   

( 7)  暫定浸水対策施設設計マニュ アル( 案)  解説と 計算例（ 広島市下水道局）  

( 8)  下水道施設耐震計算例 管路施設編 ( 前編・ 後編)  ( 日本下水道協会)  

( 9)  土木構造物設計マニュ アル( 案) に係る 設計・ 施工の手引き ( 案)  [ボッ ク ス カルバー

ト ・ 擁壁編]  ( 全日本建設技術協会)  
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[耐震レベル１ 用] 

特記仕様書 ［ 詳細設計業務編］   
 
１  本特記仕様書は、 観音地区下水道実施設計業務７ －３ のう ち詳細設計業務に適用する 。  

 

２  業務内容について 

  当該実施設計業務は、観音地区の下水道管き ょ の詳細設計（ 開削工法）を行う も のである 。  

   

３  構造形式について 

 広島市の「 土木工事設計標準図」 を基本と し 、 こ れによ り 難い場合及びこ れに記載の無い

も のについては、 本市調査職員と 協議のう え決定する こ と 。  

 

４  数量の算出について 

( 1)  設計における 各種数量の計算等にあたっては、「 土木工事数量算出要領（ 国土交通省）」

を適用し 、 本市調査職員と 協議のう え決定する こ と 。  

( 2)  工事数量の集計については、 新土木工事積算大系の工事工種体系に沿った様式と し 、

「 土木工事数量集計表様式（ 案）（ 国土交通省）」 によ り 作成する こ と 。  

数量集計表は、 本市調査職員の指示する ファ イ ル形式で作成し 、 電子データ を指示さ れ

た電子媒体で提出する も のと する 。  

なお、 本市調査職員の指示する 図面については、 Ｃ Ａ Ｄ データ での提出を求める 。  

 

５  設計条件について 

  設計条件項目表のと おり 。  

 
６  新技術・ 新工法の活用について 

新技術・ 新工法の検討の有無については、 本市調査職員の指示に従う こ と 。 本市調査職員

の指示によ り 新技術・ 新工法の検討を行わない場合は、 広島市の設計業務共通仕様書第１ ２

０ ９ 条第１ ２ 項に基づく 作業は必要ないも のと する 。  

 

７  設計細則について 

⑴  設計図の作成 

主要な設計図は、 下記によ り 作成する こ と と し 、 図面完成時には、 本市調査職員の承

諾を受けなければなら ない。  

 ( ｱ)   位置図（ S＝1/1, 000～1/5, 000） は、 地形図に施工箇所を記入する 。  

 ( ｲ)   系統図（ S＝1/2, 500） は、 設計対象全流域について作成する こ と 。  

  ( ｳ)   平面図（ S＝1/300～1/600） は、 施工箇所の管き ょ の平面位置、 形状、 管径、 勾

配、 路線番号、 区間距離、 桝、 取付管等、 付属施設補助工法区間等を記入し 、 隣接

構造物、 家屋その他構造物と 明確に区分でき る よ う にする 。  

    また、 地下埋設物( 基礎及び残置仮設物を含む) の位置も 正確に記入する 。  

( ｴ)    詳細平面図（ S＝1/100～1/300） は次の場合に作成する 。  

地下埋設物輻輳箇所、 伏越箇所、 雨水吐口設置箇所、 標準布設位置以外に布設す 

る 場合等、 特に詳細図を必要と し 本市調査職員が指示する 場合。  

 なお、 記入要領は平面図と 同じ と する 。  

( ｵ)   縦断面図（ 縦 S＝1/100 横 S＝1/300～1/600） は、 平面図と 同一記号を用いて、

次の事項を記入する 。  

   管き ょ の位置、 形状、 管径、 勾配、 平面図と の対象番号、 区間距離、 逓加距離、

管底高及び土かぶり 、 地盤の位置及び地盤高、 マンホール（ 雨水吐室及び伏越室を

含む。） の位置及び種類、 下水の放流先の名称、 高水位、 低水位、 平水位並びに現

在及び計画の河床等の位置及び高さ 、 河川、 地下鉄、 地下道、 地下埋設物( 基礎及

び残置仮設物を含む。 ) 等管き ょ を横断する 主要な施設の位置及び名称、 凡例、 標

題等を記入する 。  

( ｶ)   横断面図（ S＝1/50～1/100） は、 次の事項及び要領にし たがって作成する 。  

   道路幅員の拡大又は縮小箇所、 構造図の断面変化、 地下埋設物( 基礎及び残置仮



2/3 

設物を含む。 ) の位置、 種別の変化等を生ずる 箇所は、 必要に応じ て横断図を作成

する こ と 。  

   ま た、 道路両側の擁壁、 石垣等、 工事の施工によ って影響を受ける こ と が心配さ

れる 場合も 必ず作成する こ と 。  

   記入事項は、 側溝、 地下埋設物( 基礎及び残置仮設物を含む。 ) 、 家屋、 計画構造

物、 土留、 現地盤、 計画地盤、 電柱、 街路樹、 地上支障物件等と する 。  

( ｷ)   構造図（ S＝1/10～1/100） は、 次の要領で記入する 。  

   広島市土木設計標準図によ る も のは作成を要し ないが、 次のよ う な特殊構造のも

のは、 平面図、 縦断面図の同一記号を用いて、 構造図を作成する 。  

   特殊の布設構造図、 接続室、 雨水吐室及び吐口、 伏越特殊雨水桝等、 特に構造図

を必要と し 、 本市調査職員が指示する も の。  

( ｸ)    仮設図（ S＝1/10～1/100） は、 次の要領で記入する 。  

仮設図は、 構造図と 同一記号を用いて作成する 。  

仮設図には、 掘削幅、 長さ 、 深さ 、 地盤高、 床掘高及び使用する 材料の位置、  

名称、 形状、 寸法、 他の地下埋設物防護工並びに補助工法の範囲、 名称等を記入す

る 。  

( ｹ)   その他 

工事認可申請用の図面、 仮設図面等、 工事施工に際し て打合せ、 又は申請のため 

必要な図面で本市調査職員が指示する も の。  

( 2)  地下埋設物等の調査 

地下埋設物の調査は、本体構造物に加え、工事の施工に大き な支障と なる 基礎の構造 

及び残置矢板等の仮設物も 調査する こ と 。  

( 3)  工法の選定 

  工法については、 関係官公庁、 企業と の協議事項、 施工箇所の状況、 その他関係資料

等を検討のう え、 工事の難易度、 経済性、 工期等を考慮し 、 本市調査職員と 打合せし な

ければなら ない。 また、 工法決定にいたる までの検討、 工法の種類、 コ ス ト 比較、 必要

な工期、 施工の難易度、 工事公害についての検討等を行った工法比較検討書を提出し な

ければなら ない。  

なお、 特定の材料、 工法又は特許に関する も のを採用する 場合は、 その見本又は説明

書を本市調査職員に提出し 、 協議し なければなら ない。  

( 4)  各種計算 

  管種、 管基礎、 構造計算、 仮設計算、 補助工法等の計算に当っては、 本市調査職員と

十分打合せの上、 計算方針を確認し て行わなければなら ない。  

( 5)  耐震審査 

( ｱ)  耐震照査（ １ ）  

     ｢その他の管路｣ 

     上記の管路施設毎にレ ベル１ 地震動に対する 耐震計算( 液状化防止対策を含む。 ) を

行い、 耐震性能を照査し 、 必要に応じ て耐震構造を検討する 。  

 

      下水道施設の耐震対策指針と 解説( 日本下水道協会)   

耐震計算マト リ ッ ク ス 表( 2)  ( 「 その他の管路」 の場合)  参照 

 

 

 ( 6)  工事設計書の作成に関する 作業 

  市の示す様式、 資料によ り 、 次のも のを作成する こ と 。  

(ｱ) 数量計算書（ 材料）  

(ｲ) 工期算定計算書 

(ｳ) 積算資料 

( 7)   報告書 

     報告書は、 当該設計に係る と り ま と めの概要書を作成する も のと し 、 その内容は、

設計の目的、概要、 位置、 設計項目、 設計条件、 土質条件、 地下埋設物状況、施工方法、

工程表等を集成する も のと する 。  
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８  成果物について 

  提出する 成果物は、 次のと おり と する 。  

ま た、 製本は、 表紙、 背表紙と も タ イ ト ルをつけ、 直接印刷し たも のと する 。  

  なお、 成果物の作成にあたっては、 その編集方法についてあら かじ め本市調査職員と 協議

を行い、 以下を収納並びに保存可能な箱に入れて提出する こ と 。  

⑴ 実施設計関係提出図書  各１ 部 

   ( ｱ)   位置図       1/1, 000～1/5, 000  

   ( ｲ)   系統図       1/2, 500  

   ( ｳ)   平面図       1/300～1/600 

( ｴ)   詳細平面図     1/300～1/600 

( ｵ)   縦断面図   縦 1/100 横 1/300～1/600 

( ｶ)   横断面図      1/50～1/100 

( ｷ)    構造図       1/10～1/100 

( ｸ)    仮設図       1/10～1/100 

( ｹ)    流量表 

( ｺ)   水理計算書 

( ｻ)   構造計算書 

( ｼ)    数量計算書 

( ｽ)    占用申請図書 

( ｾ)    報告書 

( ｿ)    ( ｳ) ～( ｸ)     Ａ ３ 判への縮小図 

  ⑶在来管調査関係提出図書  各１ 部 

( ｱ)   系統図       1/2, 500～1/30, 000 

   ( ｲ)   平面図       1/100～1/600 

 ( ｳ)   縦断面図   縦 1/100 横 1/100～1/1, 000 

( ｴ)   在来管流量表 

⑷その他の資料       各１ 部 

 ( 1)   調査渉外事務記録一覧表 

( 2)   流域系統調査資料 

 ( 3)   埋設物調査資料 

( 4)   在来管調査資料 

 

９  準拠すべき 技術基準及び図書 

受注者は、 業務の実施にあたって、 広島市の調査・ 設計・ 測量業務等共通仕様書の１ －１

設計業務共通仕様書に掲げている 技術基準及び参考図書のほか、 下記に掲げる 図書の最新版

に準拠する も のと する 。 なお、 こ れら 以外の図書に準拠する 場合は、 あら かじ め本市調査職

員の承諾を受けなければなら ない。  

 

( 1)  下水道施設計画・ 設計指針と 解説（ 日本下水道協会）  

   ( 2)  下水道維持管理指針（ 日本下水道協会）  

   ( 3)  下水道施設の耐震対策指針と 解説（ 日本下水道協会）  

   ( 4)   土木工学ハンド ブッ ク （ 土木学会）  

   ( 5)  土質工学ハンド ブッ ク （ 土質工学会）  

   ( 6)  港湾構造物設計基準（ 日本港湾協会）   

( 7)  暫定浸水対策施設設計マニュ アル( 案)  解説と 計算例（ 広島市下水道局）  

( 8)  下水道施設耐震計算例 管路施設編 ( 前編・ 後編)  ( 日本下水道協会)  

( 9)  土木構造物設計マニュ アル( 案) に係る 設計・ 施工の手引き ( 案)  [ボッ ク ス カルバー

ト ・ 擁壁編]  ( 全日本建設技術協会)  
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特記仕様書 ［ 測量業務編］  
 
１  本特記仕様書は、 観音地区下水道実施設計業務７ －３ のう ち測量業務に適用する 。  

 
２  本業務における 測量の基準は、 広島市公共測量作業規程（ 平成 20 年国国地発第 260 号） に

よ る ほかは本市調査職員の指示によ る も のと し 、測量作業についても 同規程によ り 実施する も

のと する 。  

 
３  業務内容について 

  本業務の測量内容は次のと おり と する 。  

   基準点測量 

４ 級基準点測量： 3 点、 都市近郊、 平地、 伐採なし  

 
路線測量 

 作業計画   ： 1 業務 

 仮 BM 設置測量： 0.15km 、 都市近郊、 平地、 交通量の影響を受けやすい 

現地踏査   ： 0.15km、 都市近郊、 平地、 交通量の影響を受けやすい 

 
現地測量 

 作業計画   ： 1 業務、 縮尺 1/500、 都市近郊、 平地 

 現地測量   ： 0.003km 2、 縮尺 1/500、 都市近郊、 平地 

    
４  成果物について 

  提出する 成果物と その部数は、 次のと おり と する 。  

⑴ 測量図 

  原  図（ Ｃ Ａ Ｄ データ ）     一式 

⑵ 測量観測手簿等 

  原  本            １ 部 

⑶ 各作業毎の精度管理表 

⑷ 協議録             １ 部 

⑸ その他調査職員が指示する も の 

 



業務名：

項目

基本設計 分流式（雨水のみ）

作業項目 資料収集、現地踏査、地下埋設物調査、設計計画、流量断面計算、概略工法検討、図面作成、照査

※管路延長をha当り200mで換算し、その面積で補正を行っている。

報告書作成（基本設計）

設計協議（基本設計） 中間打合せ 3 回

技術的な難易度

開削工法 内径1,200㎜未満

作業項目 資料収集、現地踏査、現地作業、設計計画、各種計算、設計図作成、数量計算、照査

※管渠を既設水路へ布設する詳細設計を行う。

耐震設計 レベル１地震動応答変位法

作業項目 調査、条件設定、耐震計算、照査

報告書作成（詳細設計） 工法割増し

設計協議（詳細設計） 中間打合せ 1 回

技術的な難易度

a）管路の掘削工法 - 個

ｂ）施工法

①急曲線 - 個

②土被り1.5D以下 - 個

③近接構造物 - 個

④軌道横断 - 個

⑤河川横断 - 個

⑥高架道横断 - 個

設計条件補正 主として設計区間の大部分が郊外地域で、地下埋設物や家屋等が少ない場合

地盤条件補正

工区数補正

その他補正

積算基準等 下水道用設計標準歩掛表
土木設計業務等標準積算基準書
単価

設計条件

-

平易

平易

なし

設　計　条　件　項　目　表

観音地区下水道実施設計業務７－３

施工法等の比較検討

-10％

なし

11.8

m

ha

145 m

令和7年10月

なし

なし

145

令和7年度
令和7年9月


